
平
成
十
八
年
九
月
二
十
八
日
提
出

質

問

第

一

五

号

電
子
ア
ー
カ
イ
ブ
構
築
事
業
に
対
す
る
政
府
の
取
組
状
況
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

川

内

博

史
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電
子
ア
ー
カ
イ
ブ
構
築
事
業
に
対
す
る
政
府
の
取
組
状
況
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

昨
年
十
月
二
十
七
日
提
出
の
「
国
立
国
会
図
書
館
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
等
の
ア
ー
カ
イ
ブ
事
業
に
関
す
る
質
問
主

意
書
」
（
衆
質
一
六
三
第
三
四
号
）
以
降
の
政
府
に
よ
る
電
子
ア
ー
カ
イ
ブ
構
築
事
業
に
対
す
る
取
組
状
況
や
、
本
年
六
月
八

日
に
決
定
さ
れ
た
「
知
的
財
産
推
進
計
画
�
�
�
�
」
（
以
下
「
推
進
計
画
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
示
さ
れ
た
方
針
に
つ
い

て
質
問
す
る
。

一

本
年
八
月
十
八
日
付
の
日
本
経
済
新
聞
に
お
い
て
報
じ
ら
れ
て
い
る
政
府
の
「
文
化
的
・
歴
史
的
に
価
値
の
高
い
伝
統
芸

能
の
演
奏
や
歌
謡
曲
と
い
っ
た
『
音
楽
・
音
声
コ
ン
テ
ン
ツ
（
情
報
の
内
容
）
』
を
電
子
化
し
て
保
存
す
る
民
間
の
取
り
組

み
を
支
援
す
る
方
針
」
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

�
）

当
該
方
針
に
つ
い
て
、
ま
ず
政
府
に
事
実
確
認
を
求
め
る
と
と
も
に
、
現
時
点
で
具
体
的
に
決
定
し
て
い
る
事
業
は

存
在
す
る
の
か
。
答
弁
を
求
め
る
。

�
）

レ
コ
ー
ド
盤
等
の
録
音
物
に
つ
い
て
は
国
立
国
会
図
書
館
東
京
本
館
音
楽
・
映
像
資
料
室
に
も
相
当
数
が
収
集
・
保

管
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
権
利
上
の
課
題
を
処
理
し
た
う
え
で
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
お
い
て
配
信
す
る

等
の
方
法
も
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
を
問
う
。
ま
た
、
国
立
国
会
図
書
館
に

一



お
い
て
当
該
事
業
を
進
め
る
こ
と
が
決
定
し
た
場
合
、
政
府
と
し
て
こ
れ
を
積
極
的
に
支
援
す
る
意
志
は
有
る
の
か
。

答
弁
を
求
め
る
。

二

昨
年
十
一
月
四
日
の
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
三
第
三
四
号
）
の
五
に
お
け
る
答
弁
は
政
府
、
特
に
文
化
庁
は
こ
れ

ら
の
民
間
に
よ
る
ア
ー
カ
イ
ブ
事
業
は
支
援
に
値
し
な
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
。
答
弁
を
求
め
る
。
そ
う

で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
何
か
。
答
弁
を
求
め
る
。

三

文
化
審
議
会
に
お
け
る
電
子
ア
ー
カ
イ
ブ
構
築
の
議
論
状
況
及
び
今
後
の
方
針
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

�
）

文
化
審
議
会
総
会
又
は
部
会
・
分
科
会
に
お
い
て
、
過
去
に
電
子
ア
ー
カ
イ
ブ
構
築
に
関
す
る
議
論
を
行
っ
た
こ
と

は
有
る
か
。
答
弁
を
求
め
る
。
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
か
、
答
弁
を
求
め
る
。

�
）

近
年
、
諸
外
国
に
お
い
て
も
電
子
ア
ー
カ
イ
ブ
構
築
が
国
家
・
地
域
に
お
け
る
重
要
な
文
化
政
策
の
一
つ
に
挙
げ
ら

れ
て
い
る
実
情
に
鑑
み
、
文
化
審
議
会
に
お
い
て
も
政
府
・
民
間
の
い
ず
れ
か
を
問
わ
ず
電
子
ア
ー
カ
イ
ブ
構
築
を
専

門
に
議
論
す
る
部
会
又
は
分
科
会
を
設
置
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
答
弁
を
求
め
る
。
文
化
審
議
会
事
務
局
（
以
下
「
事

務
局
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
必
要
性
を
認
め
な
い
場
合
は
、
部
会
又
は
分
科
会
を
設
置
す
べ
き
で
な
い
と
考
え
る
理
由

に
つ
い
て
、
政
府
の
詳
細
な
説
明
と
見
解
を
求
め
る
。

二



�
）

電
子
ア
ー
カ
イ
ブ
構
築
に
際
し
て
著
作
権
を
始
め
と
す
る
権
利
処
理
は
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
特
に
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
著
作
権
の
強
化
に
伴
い
民
間
の
ア
ー
カ
イ
ブ
事
業
が
阻
害
さ
れ
る
実
例
も
報
告
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
は
文
化
審
議
会
著
作
権
分
科
会
に
お
い
て
民
間
の
ア
ー
カ
イ
ブ
事
業
関
係
者
を
利
害
関
係

人
と
し
て
委
員
に
任
用
し
、
分
科
会
と
し
て
の
意
志
決
定
へ
の
関
与
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
答
弁
を
求
め
る
。

事
務
局
が
そ
の
必
要
性
を
認
め
な
い
場
合
は
、
当
該
関
係
者
を
委
員
に
任
用
す
べ
き
で
な
い
と
考
え
る
理
由
に
つ
い

て
、
政
府
の
詳
細
な
説
明
と
見
解
を
求
め
る
。

四

本
年
度
の
推
進
計
画
に
お
い
て
示
さ
れ
た
項
目
及
び
政
府
の
方
針
、
施
策
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

�
）

本
年
度
の
推
進
計
画
で
は
、
前
年
度
ま
で
は
断
片
的
に
し
か
言
及
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
ア
ー
カ
イ
ブ
構
築
の
方
針
に

関
連
し
て
第
�
章
�－

�．

（
�
）
に
独
立
し
た
項
目
が
新
設
さ
れ
た
が
、
施
設
名
と
し
て
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
、

放
送
番
組
セ
ン
タ
ー
及
び
東
京
国
立
近
代
美
術
館
フ
ィ
ル
ム
セ
ン
タ
ー
を
挙
げ
、
そ
の
他
の
分
野
で
は
「
漫
画
や
ア
ニ

メ
関
係
資
料
、
写
真
の
収
集
保
存
に
つ
い
て
、
地
域
・
民
間
等
で
の
取
組
に
協
力
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
出
版
物

や
定
期
刊
行
物
、
録
音
資
料
に
関
し
て
は
我
が
国
で
最
大
の
公
的
ア
ー
カ
イ
ブ
機
関
で
あ
る
国
立
国
会
図
書
館
に
つ
い

て
言
及
さ
れ
て
い
な
い
理
由
は
何
か
。
答
弁
を
求
め
る
。
来
年
度
の
推
進
計
画
改
訂
に
際
し
て
は
、
政
府
と
し
て
国
立

三



国
会
図
書
館
が
保
有
す
る
膨
大
な
ア
ー
カ
イ
ブ
の
活
用
に
向
け
た
連
携
の
方
向
性
を
明
示
す
べ
き
だ
と
思
う
が
、
こ
の

点
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
求
め
る
。

�
）

推
進
計
画
第
�
章
�－

�．

（
�
）
�
（
以
下
「
当
該
項
目
」
と
い
う
。
）
で
は
「
利
用
条
件
を
明
確
化
し
た
マ
ー

ク
を
作
品
に
付
す
取
組
を
奨
励
す
る
こ
と
な
ど
を
通
し
て
、
自
分
の
作
品
を
積
極
的
に
利
用
し
て
も
ら
い
た
い
と
考
え

る
ク
リ
エ
ー
タ
ー
を
支
援
し
、
他
人
の
作
品
や
保
護
期
間
の
満
了
し
た
作
品
を
活
用
し
た
創
作
活
動
を
促
す
」
と
の
項

目
が
新
設
さ
れ
、
重
点
計
画
に
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
項
に
基
づ
き
文
部
科
学
省
及
び
経
済
産
業

省
が
具
体
的
に
実
施
又
は
予
定
し
て
い
る
施
策
は
、
現
時
点
で
存
在
す
る
の
か
。
答
弁
を
求
め
る
。

�
）

政
府
は
将
来
、
創
作
活
動
を
行
う
可
能
性
を
有
す
る
者
を
含
む
多
数
の
一
般
国
民
が
利
用
可
能
な
電
子
ア
ー
カ
イ
ブ

構
築
は
当
該
項
目
の
達
成
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
。
答
弁
を
求
め
る
。
ま
た
、
三

�
）
で
挙
げ

た
諸
外
国
の
事
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
著
作
権
の
強
化
が
優
先
さ
れ
た
場
合
に
電
子
ア
ー
カ
イ
ブ
構
築
が
阻
害
さ

れ
、
当
該
項
目
の
達
成
が
危
ぶ
ま
れ
る
状
況
が
発
生
し
得
る
こ
と
に
対
し
、
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
の

か
。
明
確
な
答
弁
を
求
め
る
。

右
質
問
す
る
。

四


